
訪問型サービス・通所型サービス
構築の考え方について

＜基本的な方向＞

要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を
可能とすることを目指す法改正の趣旨を踏まえ、高
齢者の状態像等に応じ、市独自のサービス類型を定
め、多様なサービスを充実させることにより、自立支
援や重度化予防を目指す。
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介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
総合事業）

介護予防・生活
支援サービス
事業

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

・第１号被保険者の全ての者

・その支援のための活動に
関わる者

（従来の要支援者）

・要支援認定を受け
た者（要支援者）

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
対象事業者）

・現行の訪問
介護相当

・多様な
サービス

・現行の通所
介護相当

・多様な
サービス

⑭介護予防普及啓発事業

⑮地域介護予防活動支援事業

⑯一般介護予防事業評価事業

⑰地域リハビリテーション活動支援事業

⑬介護予防把握事業

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

①訪問介護

③訪問型サービスB（住民主体による支援）

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスD（移動支援）

⑥通所介護

⑦通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）

⑧通所型サービスB（住民主体による支援）

⑨通所型サービスC（短期集中予防サービス）

⑩栄養改善の目的とした配食

⑪住民ボランティア等が行う見守り

⑫訪問型サービス、通所型サービスに準じる
自立支援に資する生活支援（訪問型サービ
ス・通所型サービスの一体的提供等）

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を
踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

【参考】国の示す介護予防・日常生活支援総合事業の構成例（H27.6.5 厚生労働省ガイドラインを一部変更）

※太線枠内の事項が
今回ご議論いただく
項目です。

＝
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【訪問型サービス】新総合事業移行後のイメージ

ア．身体介護中心型（仮称）

①現行の介護予防
訪問介護相当

身体介護＋生活援助

現状の利用者
事業類型

イ．生活支援型（仮称）
②訪問型サービスA

生活援助のみ

サービス内容

ウ．短期集中型（仮称）
④訪問型サービスC

エ．住民主体における困
りごと支援事業（仮称）

③訪問型サービスB

⑭介護予防普及啓発
事業

専門職による自宅訪問

（介護予防センター，保
健センター）

簡易な生活支援
（困りごと支援事業

（仮称））

地域の通いの場等
への参加支援

指定事業所によるサービス

身体介護のみの利用

介護予防給付（要支援１～２）

身体介護＋生活援助

生活援助のみの利用

２

移行後の利用者

二次予防事業対象者
（虚弱な方）

一次予防事業対象者
（元気な方）

※矢印は原則のイメージであり、状態像等によっては他の事業類型につなぐこともあります。
（基本チェックリストを実施後、介護予防ケアマネジメントのプロセスを経て適切なサービスにつなぎます。）
※事業類型の①などの整理番号については、１ページ目の総合事業の構成例の番号と対応したものとなっています。



新総合事業移行後の訪問型サービス

【訪問型サービスの現状及び課題】
１．身体介護（＋生活援助）

ア．現行の介護予防訪問介護相当（身体介護中心型（仮称））の継続

○今後も継続した身体介護を含めたサービスの提供が必要である。

○介護予防訪問介護は報酬上「身体介護」「生活援助」の区分が一本化
されているにも関わらず、生活援助のみの利用者が85%である。

○要支援者はIADL（生活行為）が自立していない方が多い傾向にある。

○調理、洗濯等の生活援助については、専門職以外でも提供は可能で
あるという意見もある。

イ．緩和した基準によるサービス（生活支援型（仮称））の創設

参考資料Ｐ.２（図表１、図表２）

２．生活援助のみ

参考資料Ｐ.２（図表２）、
Ｐ.３（図表３）、Ｐ.８（図表１２）

３



ウ．短期集中予防サービス（短期集中型（仮称））への充実

○国のガイドラインでも、生活行為の自立を支援するために保健師，
作業療法士，理学療法士等の専門職の活用が示されている。

○基本チェックリストで「閉じこもり」、「うつ」の項目で、事業該当者と
なった方に対する訪問系サービスがない。

○介護保険では対応できない、ちょっとした困りごとサービスや、高齢
者が担い手として活躍できる場が必要である。

エ．一般介護予防事業における困りごと支援事業（仮称）の創設

３．閉じこもり、うつ対策のための専門職の活用

４．住民主体による困りごと支援

参考資料Ｐ.８（図表１２）、Ｐ. ９（図表１３）

４

参考資料Ｐ.１１



【通所型サービス】新総合事業移行後のイメージ

二次予防事業対象者
（虚弱な方）

ア．予防事業専門型
（継続支援型）（仮称）
⑥現行の介護予防
通所介護相当

現状の利用者
事業類型

イ．機能訓練型ミニデイ
（自立支援型）（仮称）
⑦通所型サービスA

ウ．住民主体における介護
予防教室事業（仮称）

⑧通所型サービスB

⑭介護予防普及啓発事
業

サービス内容

歩いて通える範囲に
介護予防の活動の場

（介護予防教室）

指定事業所によるサービス

一次予防事業対象者
（元気な方）

長時間

短時間

介護予防給付（要支援１～２）

継続利用者

主な目的が機能訓練 短時間（２～３時間）の機能
訓練

機能訓練、送迎、入浴 他

移行後の利用者

５
※矢印は原則のイメージであり、状態像等によっては他の事業類型につなぐこともあります。
（基本チェックリストを実施後、介護予防ケアマネジメントのプロセスを経て適切なサービスにつなぎます。）
※事業類型の⑥などの整理番号については、１ページ目の総合事業の構成例の番号と対応したものとなっています。



新総合事業移行後の通所型サービス

○機能訓練（レクリエーションを通じて行うものを含む）、送迎、入浴等を
継続して利用することにより充足されるニーズに対応する。

○長時間のレクリエーションや趣味の活動よりも、短時間の機能訓練
を希望する利用者がいる。

ア．現行の介護予防通所介護相当（予防事業専門型（継続支
援型）（仮称））の継続

イ．緩和した基準によるサービス（機能訓練型ミニデイ（自立支援
型）（仮称））の創設

【通所型サービスの現状及び課題】
１．継続的なサービス利用

２．短時間の機能訓練

参考資料Ｐ.５（図表６、７）

参考資料Ｐ. ４（図表５）、
Ｐ.５（図表９）

６



○これまでの介護予防は、心身機能を改善することを目的とした機能訓練に偏りがちであった
が、活動的な状態をバランスよく維持するためには活動や社会参加の場が必要である。

○市の介護予防モデル事業で機能改善が図られた方もいるが、地域のサロンなどの通いの場
の不足もあり、結局、介護サービスを利用することとなった人が多く存在した。

○地域の中で気軽に通える介護予防活動に資する場を増やす必要がある。

ウ．一般介護予防事業における介護予防教室事業（仮称）の創設など

○介護保険の理念である「自立支援」を一層促すため、積極的に利用者の状態像の改善に
努めている事業所の取組を評価する。

※新たな加算の創設の検討

（例えば、事業所評価加算の要件を踏まえ独自の評価基準の設定やサービスからの卒業

を評価する仕組み 等）

３．事業所の質の評価

４．住民主体による通いの場

参考資料Ｐ.６（図表１０、１１）

７


